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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
株
主
総
会
の
実
務
対
応
と
し
て
、
株
主
総

会
の
招
集
通
知
に
添
付
さ
れ
る
株
主
総
会
参
考
書
類
の

う
ち
、
役
員
選
任
議
案
（
本
稿
で
は
主
に
取
締
役
と
監
査

役
を
対
象
と
す
る
）
作
成
に
係
る
実
務
上
の
留
意
点
に

つ
い
て
上
場
会
社
お
よ
び
会
社
法
上
の
公
開
会
社
を
念

頭
に
置
い
て
解
説
す
る
。「
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」（
令
和
元
年
法
律
第
七
〇
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
）
の
施
行
に
伴
い
「
会
社
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
」（
令
和
二
年
法
務
省
令
第
五
二
号
。

以
下
「
改
正
省
令
」
と
い
う
）
が
公
布
さ
れ
て
お
り
、
施

行
日
は
と
も
に
一
部
を
除
き
二
〇
二
一
年
三
月
一
日
で

あ
る
。
改
正
省
令
に
伴
い
役
員
選
任
議
案
の
法
定
記
載

事
項
が
一
部
変
更
に
な
っ
て
お
り
、
本
稿
は
当
該
変
更

に
よ
る
影
響
を
中
心
に
解
説
す
る
た
め
、
改
正
の
影
響

を
受
け
な
い
法
定
記
載
事
項
に
係
る
留
意
点
に
つ
い
て

は
、
昨
年
ま
で
の
当
シ
リ
ー
ズ
の
解
説
等
を
参
照
願
い

た
い
。

　

本
稿
で
引
用
す
る
条
番
号
は
改
正
後
の
も
の
で
記
載

し
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
「
取
締
役
」
に
は
監
査
等
委

員
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
記
載
し
て
い
る
。
ま

た
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
私
見
で
あ
る

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

二　

役
員
選
任
議
案
に
お
け
る
法
定
記
載
事
項

と
改
正
会
社
法
施
行
規
則
の
影
響

　

会
社
法
施
行
規
則
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
の
全
議

案
共
通
の
記
載
事
項
と
し
て
「
①
議
案
」、「
②
提
案
の

理
由
」、「
③
監
査
役
ま
た
は
監
査
等
委
員
が
、
取
締
役

提
出
議
案
等
に
つ
い
て
法
令
も
し
く
は
定
款
に
違
反
し

ま
た
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

に
、
株
主
総
会
に
報
告
す
べ
き
内
容
の
概
要
」
を
記
載

す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
同
規
則
七
三
条
一
項
各

号
）。
ま
た
、
役
員
選
任
議
案
の
記
載
事
項
と
し
て
、
取

締
役（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
は
監
査
等
委
員
で
あ
る
取

締
役
を
除
く
）、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
、
会
計
参

与
、
監
査
役
の
別
に
同
規
則
七
四
条
〜
七
六
条
に
具
体

的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
補
欠
の
会
社
役
員
を

選
任
す
る
際
は
以
上
の
記
載
事
項
に
加
え
て
同
規
則
九

六
条
の
事
項
を
反
映
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

改
正
省
令
に
よ
る
役
員
選
任
議
案
記
載
事
項
の
変
更

点
お
よ
び
そ
の
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
図
表
１
の
と
お

■
二
〇
二
一
年
株
主
総
会
の
実
務
対
応
⑵
■

役
員
選
任
議
案
に
係
る
実
務
上
の
留
意
点

─
法
務
省
令
の
改
正
点
を
中
心
に

─

芳
川
雅
史 

東
京
証
券
代
行 

取
締
役

法
務
・
Ｉ
Ｒ
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
営
業
担
当
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三　

改
正
省
令
に
よ
る
変
更
点
と
留
意
点

１　

役
員
選
任
議
案
に
お
け
る
補
償
契
約
・
役
員
等

賠
償
責
任
保
険
契
約
関
連
の
記
載
追
加

２　

取
締
役
・
監
査
役
候
補
者
と
親
会
社
等
と
の
関

係
の
記
載
拡
充

３　

社
外
取
締
役
が
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
役

割
の
概
要

４　

社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由

の
削
除

四　

そ
の
他
の
役
員
選
任
議
案
に
関
す
る
留
意
点

１　

ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

２　

そ
の
他

３　

継
続
会
と
し
た
場
合
の
役
員
選
任
議
案
の
記
載

五　

お
わ
り
に
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り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
解
説
箇
所
で
も
述
べ
る
が
、

適
用
時
期
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ

る
。三　

改
正
省
令
に
よ
る
変
更
点
と
留
意
点

１　

役
員
選
任
議
案
に
お
け
る
補
償
契
約
・
役
員
等

賠
償
責
任
保
険
契
約
関
連
の
記
載
追
加

　

取
締
役
、
監
査
役
、
会
計
参
与
、
会
計
監
査
人
の
選

任
議
案
に
お
い
て
、
候
補
者
と
会
社
と
の
間
で
補
償
契

約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
ま
た
は
補
償
契
約
を
締
結
す

る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
補
償
契
約
の
内
容
の
概

要
が
記
載
事
項
と
さ
れ
た
（
会
社
法
施
行
規
則
七
四
条
一

項
五
号
、
七
四
条
の
三
第
一
項
七
号
、
七
五
条
五
号
、
七
六

条
一
項
七
号
、
七
七
条
六
号
）。
従
前
の
記
載
事
項
で
あ

る
責
任
限
定
契
約
の
記
載
と
平
仄
を
合
わ
せ
て
注
記
な

ど
で
ど
の
候
補
者
と
ど
う
い
う
契
約
を
締
結
し
て
い
る

か
ま
た
は
締
結
す
る
予
定
で
あ
る
か
を
記
載
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
補
償
契
約
で
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
会
社
法
四
三
〇
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
、

役
員
等
が
支
出
し
た
防
御
費
用
と
第
三
者
に
対
す
る
損

害
賠
償
・
和
解
金
を
支
払
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
で
あ

り
、
役
員
選
任
議
案
に
記
載
を
要
す
る
契
約
の
内
容
の

概
要
も
こ
れ
ら
の
う
ち
契
約
内
容
と
す
る
事
項
を
記
載

す
れ
ば
よ
い
（
図
表
２
・
３
（
全
株
懇
モ
デ
ル
の
文
例
）
参

照
（
注
一
））。

　

取
締
役
、
監
査
役
、
会
計
参
与
、
会
計
監
査
人
の
選

任
議
案
に
お
い
て
、
候
補
者
を
被
保
険
者
と
す
る
役
員

等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
ま
た
は

当
該
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内

容
の
概
要
が
記
載
事
項
と
さ
れ
た（
会
社
法
施
行
規
則
七

四
条
一
項
六
号
、
七
四
条
の
三
第
一
項
八
号
、
七
五
条
六

号
、
七
六
条
一
項
八
号
、
七
七
条
七
号
）。

　

補
償
契
約
と
同
様
に
注
記
な
ど
で
記
載
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
記
載
す
べ
き
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
の

内
容
の
概
要
は
、
各
社
の
契
約
内
容
に
よ
り
判
断
さ
れ

る
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
基
本
的
な
役
員
等
賠
償
責
任

保
険
契
約
に
よ
れ
ば
、
役
員
等
の
職
務
を
起
因
と
す
る

争
訟
費
用
お
よ
び
第
三
者
・
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償

金
・
和
解
金
を
被
保
険
者
が
負
担
し
た
際
に
、
そ
の
損

害
を
一
定
の
範
囲
で
塡
補
す
る
保
険
契
約
を
締
結
し
て

い
る
ま
た
は
締
結
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

補
償
契
約
お
よ
び
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
に
関

す
る
株
主
総
会
参
考
書
類
の
記
載
は
、
施
行
日
以
後
に

締
結
さ
れ
る
補
償
契
約
お
よ
び
役
員
等
賠
償
責
任
保
険

契
約
か
ら
適
用
さ
れ
る（
改
正
省
令
附
則
二
条
六
項
）。
し

た
が
っ
て
、
施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
役
員
等
賠
償
責

任
保
険
契
約
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
候
補
者
の
場

合
や
、
新
任
の
候
補
者
で
就
任
後
に
当
該
保
険
契
約
の

被
保
険
者
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
記
載
を
要
し
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
保
険
契
約
を
更
新
す
る
場

合
は
会
社
法
の
適
用
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
注

二
）。
通
常
の
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
は
契
約
期
間
が
一
年
の
自

〔図表１〕　株主総会参考書類における役員選任議案の改正点
改正項目 適用時期

ａ ．取締役・監査役・会計参与・会計監査人の選
任議案における，補償契約・役員等賠償責任保
険契約関連の記載追加（会社法施行規則74条１
項５号・６号等）

施行日以後に締結される補償契約および役員等賠
償責任保険契約に適用（改正省令附則２条６項）

ｂ ．取締役・監査役候補者と親会社等との関係の
記載拡充（会社法施行規則74条３項３号・４項
７号等）

施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち
最初のものに係る定時株主総会に係る株主総会参
考書類から適用（改正省令附則２条７項）

ｃ ．「候補者が社外取締役……に選任された場合
に果たすことが期待される役割の概要」の記載
追加（会社法施行規則74条４項３号，74条の３
第４項３号）

施行日以後に招集の手続が開始された株主総会に
係る株主総会参考書類から適用（改正省令附則２
条９項）

ｄ ．「社外取締役を置くことが相当でない理由」の
記載削除（改正前会社法施行規則74条の２）

施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち
最初のものに係る定時株主総会に係る株主総会参
考書類から当該理由の記載不要（改正省令附則２
条７項）
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動
更
新
で
あ
り
任
期
中
に
更
新
の
機
会
が
あ
る
た
め
、

い
ず
れ
に
せ
よ
当
該
契
約
を
更
新
す
る
際
に
被
保
険
者

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
実
が
株

主
総
会
参
考
書
類
作
成
時
点
で
判
明
し
て
い
る
場
合
は

「
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ

る
と
き
」
に
該
当
し
、
記
載
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
株
主
総
会
参
考
書
類
の
作
成
が
施
行
日
前

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
施
行
日
以
後
に
開
催
さ
れ
る
株

主
総
会
に
係
る
株
主
総
会
参
考
書
類
に
は
当
該
記
載
を

要
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
三
月
以
降
に
株
主
総
会
を
開

催
す
る
会
社
は
注
意
を
要
す
る
（
注
三
）。
以
上
の
よ
う

に
、
施
行
日
前
に
保
険
契
約
が
締
結
済
み
で
あ
る
場
合

の
記
載
と
し
て
、
全
国
株
懇
連
合
会
に
お
い
て
は
モ
デ

ル
改
正
に
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
な
記
載
例
が
案
内
さ
れ

て
い
る
（
注
四
）。

　

当
社
は
、
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
保
険

会
社
と
の
間
で
締
結
し
、
被
保
険
者
が
負
担
す
る

こ
と
に
な
る
…
…
の
損
害
を
当
該
保
険
契
約
に
よ

り
塡
補
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
候
補
者

は
、
当
該
保
険
契
約
の
被
保
険
者
に
含
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
次
回
更
新
時
に
は
同

内
容
で
の
更
新
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

２　

取
締
役
・
監
査
役
候
補
者
と
親
会
社
等
と
の
関

係
の
記
載
拡
充

　

近
年
、
上
場
子
会
社
に
お
け
る
少
数
株
主
の
保
護
の

〔図表２〕　全国株懇連合会の株主総会参考書類モデル（取締役選任議案の抜粋）

第２号議案　取締役○名選任の件
　取締役全員（○名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役○名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数　　　

１
ふりがな
○○○○

（○年○月○日生）

○年○月　　　当社入社
○年○月　　　当社○○部長
○年○月　　　当社取締役
○年○月　　　当社常務取締役（経理・総務担当）
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
○○株式会社代表取締役副社長

○○○株

選任理由
　○○○○氏を取締役候補者とした理由は、……です。

候補者
番　号

氏　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数　　　

※
２

ふりがな
△△△△

（○年○月○日生）

○年○月　　　○○株式会社入社
○年○月　　　同社○○部長
○年○月　　　同社代表取締役社長
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
○○株式会社代表取締役社長

○○○株

選任理由および期待される役割の概要
　△△△△氏を社外取締役候補者とした理由は……です。
　 △△△△氏には……や……といった経験を生かし、当社において、主に……を果たしていただくことを期待してお

ります。

（以下、省略）

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　　　２ ．△△△△氏は社外取締役候補者であり、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定により、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は○○
万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とします。

　　　３ ．○○○○氏は、当社と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および
同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。また、当社は、△△△△
氏との間で、同内容の補償契約を締結する予定です。

　　　４ ．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が
負担することになる……の損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の
被保険者に含められることとなります。

　　　５．当社は△△△△氏を○○証券取引所に独立役員として届け出ております。
　　　６．※は新任の社外取締役候補者であります。
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必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
役

員
と
親
会
社
等
な
ど
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
情
報
開
示

を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
の
観
点
か
ら
、
以
下
、

⑴
・
⑵
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
点
に
つ

い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
そ
の
末
日
が
到
来
す
る
事
業

年
度
の
う
ち
最
初
の
も
の
に
係
る
定
時
株
主
総
会
よ
り

前
に
開
催
さ
れ
る
株
主
総
会
に
係
る
株
主
総
会
参
考
書

類
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
と
の

経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
改
正
省
令
附
則
二
条
七

項
）。
し
た
が
っ
て
、
三
月
決
算
会
社
の
定
時
株
主
総
会

に
係
る
株
主
総
会
参
考
書
類
か
ら
適
用
に
な
る
。

⑴　

親
会
社
に
お
け
る
地
位
お
よ
び
担
当

　

会
社
が
公
開
会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他
の
者
の
子

会
社
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
・
監
査
役
選
任
議

案
に
お
い
て
企
業
集
団
内
に
お
け
る
業
務
執
行
者
の
兼

任
状
況
を
開
示
さ
せ
る
趣
旨
か
ら
一
定
事
項
の
記
載
が

求
め
ら
れ
て
い
る
（
会
社
法
施
行
規
則
七
四
条
三
項
等
）。

　

そ
の
う
ち
今
回
改
正
さ
れ
た
の
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
候
補
者
が
、
過
去
に
親
会
社
や
兄
弟
会
社
の
業
務

執
行
者
で
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
親
会
社
や
兄
弟
会
社

に
お
け
る
地
位
お
よ
び
担
当
の
記
載
を
求
め
る
事
項
で

あ
り
、
こ
の
う
ち
、
改
正
前
は
過
去
五
年
間
と
さ
れ
て

い
た
対
象
期
間
が
過
去
一
〇
年
間
に
改
正
さ
れ
た
。

　

・ 　

候
補
者
が
過
去
一
〇
年
間
に
当
該
他
の
者
（
親

会
社
等
で
あ
る
当
該
他
の
者
の
ほ
か
に
、
そ
の
子
会

社
等

─
い
わ
ゆ
る
兄
弟
会
社

─
が
含
ま
れ
る
こ

と
が
各
項
の
第
二
号
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
）

の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
当
該
株
式
会
社

〔図表３〕　全国株懇連合会の株主総会参考書類モデル（監査役選任議案の抜粋）

第３号議案　監査役○名選任の件
　監査役全員（○名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役○名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数　　　

１
ふりがな
○○○○

（○年○月○日生）

○年○月　　　当社入社
○年○月　　　当社○○部長
○年○月　　　当社取締役
○年○月　　　当社常勤監査役
　　　　　　　現在に至る

○○○株

選任理由
　○○○○氏を監査役候補者とした理由は、……です。

候補者
番　号

氏　名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数　　　

※
２

ふりがな
△△△△

（○年○月○日生）

○年○月　　　○○株式会社入社
○年○月　　　同社○○部長
○年○月　　　同社代表取締役社長
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
○○株式会社代表取締役社長

○○○株

選任理由
　△△△△氏を社外監査役候補者とした理由は、……です。

（以下、省略）

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　　　２ ．△△△△氏は社外監査役候補者であり、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定により、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は○○
万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とします。

　　　３ ．〇〇〇〇氏は、当社と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および
同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。また、当社は、△△△△
氏との間で同内容の補償契約を締結する予定です。

　　　４ ．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が
負担することになる……の損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の
被保険者に含められることとなります。

　　　５．当社は△△△△氏を○○証券取引所に独立役員として届け出ております。
　　　６．※は新任の社外監査役候補者であります。
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が
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
者
に
お
け
る

地
位
お
よ
び
担
当
（
会
社
法
施
行
規
則
七
四
条
三
項

三
号
、
七
四
条
の
三
第
三
項
三
号
、
七
六
条
三
項
三

号
）。

　
「
業
務
執
行
者
」
と
は
、
会
社
法
施
行
規
則
二
条
三
項

六
号
に
定
義
さ
れ
て
お
り
、
業
務
執
行
取
締
役
、
執
行

役
、
使
用
人
な
ど
を
指
す
（
改
正
法
に
よ
り
、
会
社
と
取

締
役
が
利
益
相
反
状
況
に
あ
る
と
き
等
の
場
合
に
、
会
社
法

三
四
八
条
の
二
に
基
づ
き
会
社
の
業
務
執
行
を
社
外
取
締

役
に
委
託
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
そ
の
場
合
の
当

該
社
外
取
締
役
を
業
務
執
行
者
か
ら
除
く
改
正
が
行
わ
れ

て
い
る
）。「
会
社
が
知
っ
て
い
る
と
き
」
と
は
、
当
該

株
式
会
社
が
た
ま
た
ま
知
っ
て
い
た
場
合
に
記
載
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
法
定
記
載
事
項
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
て
会
社
に
お
い
て
必
要
な
調
査
を
す

る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
候
補
者
に
対
す

る
調
査
票
な
ど
、
調
査
対
象
期
間
を
過
去
一
〇
年
間
に

広
げ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
の
点
は
、
後
記

⑵
の
改
正
も
同
様
で
あ
る
）。

　

記
載
対
象
と
な
る
の
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
作
成

時
点
の
親
会
社
等
お
よ
び
そ
の
子
会
社
等
に
お
け
る
過

去
一
〇
年
間
の
履
歴
で
あ
り
、
過
去
一
〇
年
間
の
親
会

社
等
や
そ
の
子
会
社
で
あ
っ
た
も
の
を
す
べ
て
洗
い
出

し
て
調
査
し
記
載
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
解
さ

れ
る
（
注
五
）。

　

記
載
事
例
を
み
る
と
、
略
歴
の
中
で
示
す
例
や
、
略

歴
中
に
該
当
す
る
会
社
と
そ
の
地
位
お
よ
び
担
当
を
記

載
し
た
上
、
注
書
に
「
○
○
氏
は
、
略
歴
に
記
載
の
と

お
り
（
過
去
五
年
以
内
（
改
正
に
よ
り
一
〇
年
以
内
と
す

る
）
に
お
い
て
）
当
社
の
親
会
社
で
あ
る
□
□
株
式
会
社

（
あ
る
い
は
「
当
社
の
親
会
社
□
□
株
式
会
社
の
子
会
社
で

あ
る
△
△
株
式
会
社
」）
の
業
務
執
行
者
で
あ
り
ま
す（
あ

り
ま
し
た
）。」
と
記
載
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。

⑵　

社
外
取
締
役
候
補
者
と
特
定
関
係
事
業
者
と
の
関
係

　

会
社
が
公
開
会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
社
外
取
締
役

候
補
者（
監
査
等
委
員
で
あ
る
社
外
取
締
役
の
候
補
者
を
含

む
。
⑵
に
お
い
て
同
じ
）
ま
た
は
社
外
監
査
役
候
補
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
会
社
や
特
定
関
係
事
業
者
と
の
関
係

に
つ
き
一
定
事
項
の
記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
会
社

法
施
行
規
則
七
四
条
四
項
七
号
、
七
四
条
の
三
第
四
項
七

号
、
七
六
条
四
項
六
号
）。
そ
の
う
ち
今
回
改
正
さ
れ
た

の
は
、
各
号
の
ロ
・
ハ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
社
外
取
締

役
候
補
者
ま
た
は
社
外
監
査
役
候
補
者
が
次
の
事
項
に

該
当
す
る
と
き
に
そ
の
旨
の
記
載
を
求
め
る
点
で
あ

り
、
改
正
前
は
過
去
五
年
間
と
さ
れ
て
い
た
対
象
期
間

が
過
去
一
〇
年
間
に
改
正
さ
れ
た
。

　

・ 　

当
該
株
式
会
社
の
親
会
社
等（
自
然
人
で
あ
る
も

の
に
限
る
）
で
あ
り
、
ま
た
は
過
去
一
〇
年
間
に

当
該
株
式
会
社
の
親
会
社
等（
自
然
人
で
あ
る
も
の

に
限
る
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

　

・ 　

当
該
株
式
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
の
業
務
執

行
者
も
し
く
は
役
員
で
あ
り
、
ま
た
は
過
去
一
〇

年
間
に
当
該
株
式
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
（
当

該
株
式
会
社
の
子
会
社
を
除
く
）
の
業
務
執
行
者
も

し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

　
「
特
定
関
係
事
業
者
」
と
は
、
会
社
法
施
行
規
則
二
条

三
項
一
九
号
に
定
義
が
あ
り
、
親
会
社
等
・
親
会
社
等

の
子
会
社
等
（
親
会
社
等
が
な
い
場
合
は
子
会
社
）、
関
連

会
社
、
主
要
な
取
引
先
を
い
う
。
特
定
関
係
事
業
者
に

該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
作

成
時
に
お
い
て
そ
の
該
当
性
を
判
断
し
て
よ
い
と
解
さ

れ
る
（
注
六
）。
特
定
関
係
事
業
者
の
過
去
勤
務
者
と
し

て
記
載
が
必
要
に
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
退
職
し
て

か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合
は
、
機
関
投

資
家
の
議
決
権
行
使
基
準
に
お
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ

期
間
に
該
当
し
肯
定
的
な
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

こ
と
も
あ
る
の
で
、
退
職
時
期
を
明
記
し
て
お
い
た
ほ

う
が
よ
い
（
注
七
）。

３　

社
外
取
締
役
が
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
役

割
の
概
要

　

社
外
取
締
役
の
監
督
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
、

取
締
役
選
任
議
案
に
お
い
て
候
補
者
が
社
外
取
締
役
で

あ
る
と
き
は
、「
候
補
者
が
社
外
取
締
役
…
…
に
選
任

さ
れ
た
場
合
に
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
役
割
の
概

要
」
を
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
（
会
社
法
施
行
規
則

七
四
条
四
項
三
号
、
七
四
の
三
第
四
項
三
号
）。
監
査
等
委

員
で
あ
る
取
締
役
の
社
外
取
締
役
候
補
者
に
お
い
て
も

記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
が
、
社
外
監
査
役
の
候
補
者

に
つ
い
て
は
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　

す
で
に
改
正
前
の
会
社
法
施
行
規
則
に
お
い
て
、

「
当
該
候
補
者
を
社
外
取
締
役
候
補
者
と
し
た
理
由
」、

「
経
営
に
関
与
し
た
こ
と
が
な
い
候
補
者
で
あ
っ
て
も

社
外
取
締
役
と
し
て
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
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が
で
き
る
も
の
と
当
該
株
式
会
社
が
判
断
し
た
理
由
」

が
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
（
同
規
則
七
四
条
四
項
二

号
・
五
号
等
）。
こ
れ
ら
従
前
の
記
載
に
、
追
加
記
載
事

項
で
あ
る
期
待
さ
れ
る
役
割
を
含
め
て
記
載
さ
れ
て
い

る
例
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
あ
え
て
区
分
し
て

重
ね
て
記
載
す
る
必
要
は
な
い
。

　

近
年
、
資
本
市
場
か
ら
は
社
外
取
締
役
の
役
割
と
し

て
監
督
機
能
（
経
営
陣
に
対
す
る
評
価
と
指
名
・
報
酬
へ

の
関
与
お
よ
び
会
社
と
経
営
陣
・
支
配
株
主
等
と
の
間
の

利
益
相
反
の
監
督
）
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
則
四
–
七
に
も
そ
の
旨
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
次
期
コ
ー
ド
の
改
訂
に
お

い
て
は
、
独
立
社
外
取
締
役
に
は
他
社
で
の
経
営
経
験

を
有
す
る
も
の
を
含
め
る
よ
う
規
定
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
（
注
八
）。
株
主
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
社
外
取

締
役
に
期
待
さ
れ
る
役
割
の
記
載
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら

の
観
点
を
含
め
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
監
督
機
能
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
る
場
合

は
次
の
よ
う
な
記
載
が
考
え
ら
れ
る
。

　

○
○
氏
は
、
経
営
陣
か
ら
高
い
独
立
性
を
有
し

て
お
り
、
ま
た
、
他
社
の
社
外
取
締
役
や
独
立
諮

問
委
員
会
の
委
員
も
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
（
弁

護
士
と
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
経
営
に
高
い
見

識
が
あ
る
た
め
等
）
当
社
の
取
締
役
会
に
お
い
て

監
督
機
能
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
他
社
で
の
経
営
経
験
に
焦
点
を
当
て
た
例
と

し
て
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
考
え
ら
れ
る
。

　

○
○
氏
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
で
の
勤
務
経
験

が
あ
り
国
際
経
験
が
豊
富
で
あ
る
た
め
当
社
の
海

外
事
業
戦
略
の
展
開
に
お
い
て
有
益
な
助
言
が
期

待
で
き
る
こ
と
か
ら
（
金
融
機
関
出
身
者
と
し
て

金
融
に
関
す
る
知
見
と
幅
広
い
人
脈
を
有
し
て
お

り
Ｍ
＆
Ａ
や
資
金
調
達
に
お
い
て
有
益
な
助
言
が

期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
等
）
社
外
取
締
役
候
補
者

と
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
事
業
報
告
に
は
「
社
外
取
締
役

…
…
が
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
役
割
に
関
し
て

行
っ
た
職
務
の
概
要
」
が
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
（
会
社
法
施
行
規
則
一
二
四
条
四
号
ホ
）
を
踏
ま
え
る

と
、
選
任
時
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
事
業
年
度
中
の
成

果
が
招
集
通
知
に
セ
ッ
ト
で
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

こ
と
か
ら
、
か
み
合
わ
な
い
記
載
に
な
ら
な
い
よ
う
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

株
主
総
会
参
考
書
類
に
期
待
さ
れ
る
役
割
の
記
載
を

求
め
る
規
定
は
、
施
行
日
後
に
招
集
の
手
続
が
開
始
さ

れ
た
株
主
総
会
に
係
る
株
主
総
会
参
考
書
類
か
ら
適
用

さ
れ
る
（
改
正
省
令
附
則
二
条
九
項
）。「
招
集
の
手
続
が

開
始
さ
れ
た
」
と
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
が
決
定
さ

れ
た
時
点
、
す
な
わ
ち
、
通
常
で
あ
れ
ば
株
主
総
会
招

集
決
定
の
取
締
役
会
（
会
社
法
二
九
八
条
一
項
、
会
社
法

施
行
規
則
六
三
条
三
号
イ
）
時
点
と
な
る
（
注
九
）。
し
た

が
っ
て
、
多
く
の
場
合
一
月
決
算
・
四
月
定
時
株
主
総

会
会
社
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

４　

社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由

の
削
除

　

改
正
法
に
よ
り
、
公
開
会
社
か
つ
大
会
社
の
監
査
役

会
設
置
会
社
で
あ
っ
て
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
会
社
（
以
下
「
適
用
会
社
」
と
い
う
）

は
、
社
外
取
締
役
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
会
社
法
三
二
七
条
の
二
）。
こ
の

規
定
は
、
改
正
法
の
施
行
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年

度
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
適
用

し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
改
正
法
附
則
五
条
）。
し
た

が
っ
て
、
三
月
決
算
会
社
の
定
時
株
主
総
会
以
降
随
時

各
決
算
の
定
時
株
主
総
会
終
結
後
か
ら
社
外
取
締
役
の

設
置
義
務
化
が
適
用
に
な
る
。
社
外
取
締
役
の
設
置
が

法
的
義
務
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
改
正
法
施
行
前
の
適

用
会
社
が
社
外
取
締
役
と
な
る
候
補
者
を
提
出
し
な
い

場
合
に
、「
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い

理
由
」
を
株
主
総
会
参
考
書
類
の
記
載
事
項
と
し
て
い

た
改
正
前
会
社
法
施
行
規
則
七
四
条
の
二
は
削
除
さ
れ

た
。

　

前
記
の
と
お
り
改
正
法
の
適
用
が
猶
予
さ
れ
て
い
る

関
係
で
、
施
行
日
以
後
に
そ
の
末
日
が
到
来
す
る
事
業

年
度
の
う
ち
最
初
の
も
の
に
係
る
定
時
株
主
総
会
よ
り

前
に
開
催
さ
れ
る
株
主
総
会
に
係
る
改
正
前
会
社
法
施

行
規
則
七
四
条
の
二
の
株
主
総
会
参
考
書
類
の
記
載
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
と
の
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
て
い
る
（
改
正
省
令
附
則
二
条
七
項
）。
な
お
、
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事
業
報
告
に
お
け
る
「
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相

当
で
な
い
理
由
」
も
削
除
さ
れ
た
が
（
改
正
前
会
社
法
施

行
規
則
一
二
四
条
二
項
）、
施
行
日
以
後
最
初
に
到
来
す

る
事
業
年
度
末
時
点
で
社
外
取
締
役
不
在
の
適
用
会
社

が
、
前
述
の
経
過
措
置
を
利
用
し
て
そ
の
定
時
株
主
総

会
で
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
場
合
、
事
業
報
告
に
は

従
前
ど
お
り
当
該
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
注
意
を
要
す
る
（
改
正
省
令
附
則
二
条
一
一
項
）。

四　

そ
の
他
の
役
員
選
任
議
案
に
関
す
る
留
意
点

１　

ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

　

ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
は
、
役
員
（
候
補
者
）
の

有
す
る
知
識
・
経
験
・
能
力
と
い
っ
た
ス
キ
ル
を
一
覧

表
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
、
横
軸
に
、
た
と
え

ば
「
経
営
経
験
」、「
財
務
・
会
計
」
と
い
っ
た
ス
キ
ル

項
目
を
並
べ
、
縦
軸
に
役
員
（
候
補
者
）
の
氏
名
を
並

べ
て
各
役
員
（
候
補
者
）
の
有
す
る
ス
キ
ル
（
各
候
補
者

に
期
待
す
る
ス
キ
ル
の
場
合
も
あ
る
）
に
⃝
等
の
印
を
つ

け
て
表
示
す
る
例
が
多
い
（
図
表
４
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
な
ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
作
成
・
開

示
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
役
員
・
候
補
者
の
有
す
る
ス

キ
ル
や
取
締
役
会
の
多
様
性
を
確
認
し
投
資
家
と
共
有

す
る
の
み
な
ら
ず
、
取
締
役
会
全
体
と
し
て
有
す
べ
き

知
識
・
経
験
・
能
力
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
整
理
し
不
足
部

分
が
あ
れ
ば
候
補
者
選
定
に
反
映
さ
せ
る
べ
く
活
用
し

て
い
く
点
に
意
義
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
注
一
〇
）。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
に
向

け
て
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
及
び
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会

議
」
で
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
昨
年
の
一
二
月
一

八
日
に
公
表
さ
れ
た
同
会
議
の
意
見
書
⑸
で
は
コ
ー
ド

に
規
定
す
べ
き
事
項
が
い
く
つ
か
提
言
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
「
上
場

企
業
は
、
取
締
役
の
選
任
に
当
た
り
、
事
業
戦
略
に
照

ら
し
て
取
締
役
会
が
備
え
る
べ
き
ス
キ
ル
等
を
特
定

し
、
そ
の
上
で
、
い
わ
ゆ
る
『
ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク

ス
』
を
は
じ
め
経
営
環
境
や
事
業
特
性
等
に
応
じ
た
適

切
な
形
で
社
内
外
の
取
締
役
の
有
す
る
ス
キ
ル
等
の
組

み
合
わ
せ
を
公
表
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
提
言
し
て
い

る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
公

表
が
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
対
象

と
し
て
コ
ー
ド
に
規
定
さ
れ
る
の
か
、
一
例
と
し
て
規

定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
今
後
上
場
会
社
の
検
討
課
題
と
な
る
。

　

ス
キ
ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
は
、「
事
業
戦
略
に
照
ら

し
て
取
締
役
会
が
備
え
る
べ
き
ス
キ
ル
等
を
特
定
し
」

た
上
で
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
表

示
す
る
ス
キ
ル
項
目
は
他
社
例
の
引
き
写
し
で
は
意
味

が
な
い
。
事
業
戦
略
や
取
締
役
会
の
実
効
性
評
価
な
ど

の
結
果
も
踏
ま
え
て
自
社
の
取
締
役
会
に
備
え
る
べ
き

ス
キ
ル
項
目
を
記
載
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
う

も
の
の
、
各
社
共
通
し
て
入
れ
て
い
る
必
須
項
目
は
あ

る
。
た
と
え
ば
、
取
締
役
会
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル

を
採
用
す
る
に
せ
よ
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
モ
デ
ル
を
採
用

〔図表４〕　スキル・マトリックスの例（シードのサステナビリティ報告を一部修正）

取締役 企業経営
当社事業
に関する
知見

ガバナンス 
・リスクマ
ネジメント 
・法務

財務・税務 
・会計・金
融・資本市
場

Ｍ＆Ａ・
経営再建

商品企画 
・生産・
技術

化学・工
学・薬学 
・医学

ロジス
ティクス

国際経験 
・海外ビ
ジネス

代表取締役社長 □□　□□ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
取締役 □□　□ ⃝ ⃝
取締役 □□　□ ⃝ ⃝ ⃝
取締役 □□　□□ ⃝ ⃝ ⃝
取締役 □□　□□ ⃝ ⃝ ⃝
社外取締役 □□　□□ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
社外取締役 □□　□□ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

監査役 企業経営
当社事業
に関する
知見

ガバナンス 
・リスクマ
ネジメント 
・法務

財務・税務 
・会計・金
融・資本市
場

Ｍ＆Ａ・
経営再建

商品企画 
・生産・
技術

化学・工
学・薬学 
・医学

ロジス
ティクス

国際経験 
・海外ビ
ジネス

常勤監査役 □□　□□ ⃝ ⃝ ⃝
社外監査役 □□　□□ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
社外監査役 □□　□□□ ⃝ ⃝ ⃝
※上記の内容は，取締役候補者の有する全ての知識・経験・能力を表すものではありません。
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す
る
に
せ
よ
、
企
業
経
営
に
関
す
る
経
験
・
知
見
を
持

つ
者
は
必
要
な
の
で
「
経
営
経
験
」
は
必
須
の
ス
キ
ル

項
目
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
原
則
四
–
一
一
で
は
、
監
査
役
（
監
査
等

委
員
）
に
財
務
・
会
計
・
法
務
に
関
す
る
知
識
を
有
す

る
者
が
選
任
さ
れ
る
べ
き
と
あ
り
、
事
業
報
告
に
も
財

務
・
会
計
に
関
す
る
相
当
程
度
の
知
見
は
記
載
事
項
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
も
項
目
に

入
れ
る
例
が
多
い
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
多
様
性
を
占

め
す
情
報
（
国
籍
あ
る
い
は
国
際
経
験
、
性
別
、
在
任
年

数
）
や
、
独
立
役
員
で
あ
る
旨
の
表
示
、
就
任
す
る
委

員
会
な
ど
の
情
報
を
一
覧
表
に
付
加
す
る
例
も
あ
る
。

　

前
述
し
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
の
意
見
書
⑸
で

は
、「
取
締
役
会
の
ス
キ
ル
（
知
識
・
経
験
・
能
力
）
の

構
成
の
考
え
方
は
、
取
締
役
の
選
任
に
当
た
っ
て
適
切

に
開
示
さ
れ
、
投
資
家
と
の
対
話
を
通
じ
て
共
有
さ
れ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ー

ド
の
補
充
原
則
四
–
一
一
①
に
お
い
て
も
、「
取
締
役

会
は
、
取
締
役
会
の
全
体
と
し
て
の
知
識
・
経
験
・
能

力
の
バ
ラ
ン
ス
、
多
様
性
及
び
規
模
に
関
す
る
考
え
方

を
定
め
、
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
方
針
・
手
続
と
併

せ
て
開
示
す
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
す
で
に
多
く

の
会
社
が
コ
ー
ド
に
従
っ
て
何
ら
か
の
形
で
こ
の
考
え

方
を
開
示
し
て
い
る
（
傍
線
は
い
ず
れ
も
筆
者
に
よ
る
）。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
役
員
選
任
議
案
に
お
い
て
ス
キ

ル
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
開
示
す
る
際
は
単
に
表
の
開
示

に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
社
の
事
業
戦
略
等
を
踏
ま
え
た
取

締
役
会
の
構
成
の
考
え
方
を
記
述
情
報
と
し
て
マ
ト

リ
ッ
ク
ス
表
に
付
記
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ

る
。２　

そ
の
他

　

株
主
総
会
参
考
書
類
に
は
、
法
定
記
載
事
項
以
外
に

も
株
主
が
議
決
権
行
使
を
行
う
に
当
た
っ
て
有
用
と
な

る
情
報
は
積
極
的
に
開
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は

株
主
と
の
対
話
促
進
の
観
点
の
み
な
ら
ず
、
無
用
な
反

対
票
を
防
止
す
る
た
め
に
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

候
補
者
の
性
別
、
候
補
者
の
読
み
仮
名
、
独
立
役
員

で
あ
る
旨
の
表
記
、
取
引
先
出
身
者
で
あ
る
場
合
の
具

体
的
な
数
値
に
よ
る
取
引
規
模
の
開
示（
双
方
の
売
上
高

の
〇
％
未
満
で
あ
る
等
）、
当
該
会
社
や
そ
の
関
連
す
る

組
織
出
身
で
あ
る
場
合
の
退
社
年
月
の
明
示
と
い
っ
た

事
項
は
機
関
投
資
家
が
求
め
る
情
報
と
し
て
よ
く
指
摘

さ
れ
、
各
社
の
対
応
も
進
ん
で
い
る
（
注
一
一
）。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
則
三
–
一

ⅴ
で
は
法
令
で
求
め
ら
れ
て
い
る
社
外
役
員
の
選
任
理

由
に
限
ら
ず
「
取
締
役
会
が
…
…
取
締
役
・
監
査
役
候

補
の
指
名
を
行
う
際
の
、
個
々
の
選
解
任
・
指
名
に
つ

い
て
の
説
明
」
を
求
め
て
い
る
た
め
、
社
内
の
各
候
補

者
の
選
任
理
由
も
株
主
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ

と
が
定
着
し
て
き
た
。
全
株
懇
調
査
に
よ
る
と
、
株
主

総
会
参
考
書
類
に
社
内
の
取
締
役
候
補
者
の
個
々
の
選

任
理
由
を
記
載
し
た
上
場
会
社
は
回
答
上
場
会
社
一
、

五
八
六
社
中
一
、
三
五
一
社
（
八
五
・
二
％
）
と
な
っ
て

い
る
（
全
国
株
懇
連
合
会
「
二
〇
二
〇
年
度
全
株
懇
調
査
報

告
書
」（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
）
三
〇
頁
）。

　

候
補
者
の
写
真
を
掲
載
す
る
会
社
も
増
加
し
て
お

り
、
全
株
懇
調
査
に
よ
る
と
、
選
任
議
案
が
あ
っ
た
回

答
上
場
会
社
一
、
四
八
八
社
中
五
三
二
社
（
三
五
・

八
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
二
〇
二
〇
年
度
全
株
懇
調
査
報

告
書
二
九
頁
）。

３　

継
続
会
と
し
た
場
合
の
役
員
選
任
議
案
の
記
載

　

本
稿
執
筆
時
点
に
お
い
て
未
だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
収
束
は
不
透
明
で
あ
る
た
め
、
万
が
一
継

続
会
と
な
っ
た
場
合
の
留
意
点
を
簡
単
に
記
載
し
て
お

く
。

　

昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
計
算
書
類
の
確
定
や
監
査
が
終
了
せ
ず
、
定
款
で

定
め
た
時
期
に
開
催
し
た
株
主
総
会
に
お
い
て
は
役
員

選
任
決
議
等
の
計
算
書
類
報
告
以
外
の
議
案
を
決
議

し
、
継
続
会
に
お
い
て
計
算
書
類
の
報
告
を
行
う
ケ
ー

ス
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
、
当
初
株
主
総
会
と
継
続

会
は
同
一
の
株
主
総
会
な
の
で
、
改
選
期
に
あ
る
取
締

役
お
よ
び
監
査
役
の
任
期
は
継
続
会
の
終
了
時
ま
で
に

な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
当
初
の
株
主
総
会

で
役
員
の
改
選
を
行
い
た
い
場
合
は
、
①
当
初
の
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
、
当
初
の
株
主
総
会
の
時
点
で
改

選
期
に
あ
る
役
員
の
任
期
が
満
了
す
る
も
の
と
し
て
そ

の
後
任
を
選
任
す
る
方
法
と
、
②
改
選
期
に
あ
る
役
員

が
辞
任
し
た
上
で
そ
の
後
任
を
選
任
す
る
方
法
の
二
つ

の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
登
記
申

請
時
の
添
付
書
類
で
あ
る
当
初
の
株
主
総
会
の
議
事
録

に
、
そ
れ
ら
の
方
法
が
わ
か
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
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る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
以
上
の
記
述
は
、
法
務
省

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
商
業
・
法
人
登
記
事
務
に
関
す
る
Ｑ
＆

Ａ
」（
二
〇
二
〇
年
五
月
二
八
日
更
新
版
）
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
検
討
す
る
場
合
は
法
務
局
や
司
法
書
士
と
相
談

さ
れ
た
い
）。
前
述
の
い
ず
れ
か
の
方
法
を
採
用
し
た
場

合
に
は
役
員
選
任
議
案
に
お
い
て
も
明
記
さ
れ
て
い
る

必
要
が
あ
り
、
そ
の
記
載
例
が
東
京
株
式
懇
話
会
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
な
る

（
注
一
二
）。

五　

お
わ
り
に

　

改
正
省
令
の
影
響
は
以
上
述
べ
た
役
員
選
任
議
案
だ

け
で
な
く
、
そ
の
他
の
議
案
や
事
業
報
告
の
記
載
事
項

に
及
ぶ
。
バ
ー
チ
ャ
ル
総
会
を
実
施
す
る
場
合
や
未
だ

収
束
し
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る

注
記
な
ど
も
招
集
通
知
の
記
載
に
影
響
す
る
。
ま
た
、

招
集
通
知
の
電
子
化
は
施
行
時
期
が
未
定
で
あ
り
今
年

の
株
主
総
会
に
は
影
響
し
な
い
が
、
施
行
さ
れ
る
と
法

定
で
は
株
主
総
会
の
三
週
間
前
に
電
子
提
供
措
置
を
開

始
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
取
引
所
の
規
則
で
さ
ら
に
そ

れ
よ
り
前
に
電
子
提
供
措
置
の
開
始
を
求
め
る
努
力
義

務
が
規
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
（
注
一
三
）。
こ
の
努
力

義
務
規
定
は
施
行
を
待
た
ず
今
年
の
三
月
か
ら
実
施
予

定
で
あ
り
、
一
層
の
早
期
開
示
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
る
と
今
年
度
の
招
集
通
知
作

成
に
当
た
っ
て
は
課
題
が
多
く
慎
重
に
対
応
す
る
必
要

が
あ
る
。

（
注
一
） 

全
国
株
懇
連
合
会
「
株
主
総
会
参
考
書
類
モ
デ

ル
」（
二
〇
二
一
年
一
月
二
二
日
。https://w

w
w

.kabu 
kon.tokyo/data/data/law

s/law
s_4-3-1.pdf

）。
図
表
２

お
よ
び
図
表
３
は
同
モ
デ
ル
の
取
締
役
・
監
査
役
選
任

議
案
に
係
る
部
分
の
み
抜
粋
し
て
掲
載
し
た
。

（
注
二
） 

神
田
秀
樹
ほ
か「〈
座
談
会
〉
令
和
元
年
改
正
会

社
法
の
考
え
方
」
本
誌
二
二
三
〇
号
（
二
〇
二
〇
）
二

九
頁
〔
竹
林
俊
憲
発
言
〕、
塚
本
英
巨
「
会
社
補
償
・
Ｄ

＆
Ｏ
保
険
の
実
務
対
応
」
本
誌
二
二
三
三
号
（
二
〇
二

〇
）
四
〇
頁
。

（
注
三
） 

渡
辺
諭
ほ
か
「
会
社
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
の
解
説
〔Ⅰ〕

─
令
和
二
年
法
務
省
令
第

五
二
号
」
本
誌
二
二
五
〇
号
（
二
〇
二
〇
）
一
四
頁
。

（
注
四
） 

全
国
株
懇
連
合
会
「
会
社
法
改
正
に
伴
う
各
種

モ
デ
ル
お
よ
び
事
務
取
扱
指
針
の
改
正
に
つ
い
て
」

（
二
〇
二
一
年
一
月
二
二
日
。https://w

w
w

.kabukon.to
kyo/activity/data/study/study_2021_01.pdf

）
八
頁
。

（
注
五
） 

石
井
裕
介
ほ
か
編
著
『
新
し
い
事
業
報
告
・
計

算
書
類
〔
全
訂
版
〕』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
六
）
五
五

六
頁
。

（
注
六
） 
石
井
ほ
か
・
前
掲
（
注
五
）
五
六
二
頁
。

（
注
七
） 
た
と
え
ば
、
グ
ラ
ス
・
ル
イ
ス
は
重
要
な
取
引

関
係
に
対
し
て
は
三
年
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期
間
を
設

定
し
て
い
る
（
同
社
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二
頁
）。
Ｉ
Ｓ
Ｓ

も
、
候
補
者
が
当
該
企
業
と
関
連
あ
る
組
織
に
所
属
し

て
い
た
場
合
に
、
投
資
家
が
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期
間
の

適
用
を
す
る
際
に
退
社
時
期
の
情
報
が
不
可
欠
で
あ
る

か
ら
退
社
時
期
を
判
断
で
き
る
情
報
が
当
該
候
補
者
の

略
歴
に
あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
（
石
田
猛
行

「
二
〇
一
九
年
Ｉ
Ｓ
Ｓ
議
決
権
行
使
助
言
方
針
」
本
誌

二
一
九
二
号
（
二
〇
一
九
）
四
五
頁
）。

（
注
八
） 

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
及
び
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会

議
「
コ
ロ
ナ
後
の
企
業
の
変
革
に
向
け
た
取
締
役
会
の

機
能
発
揮
及
び
企
業
の
中
核
人
材
の
多
様
性
の
確
保
」

（
意
見
書
⑸
。
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
八
日
）
二
頁
。

（
注
九
） 

法
務
省
「
会
社
法
の
改
正
に
伴
う
法
務
省
関
係

政
令
及
び
会
社
法
施
行
規
則
等
の
改
正
に
関
す
る
意
見

募
集
の
結
果
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
四

日
）
六
〇
頁
〜
六
一
頁
。

（
注
一
〇
） 

奥
山
健
志
「
取
締
役
の
『
ス
キ
ル
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
』
作
成
上
の
留
意
事
項
」
旬
刊
経
理
情
報
一
六
〇

一
号（
二
〇
二
一
）
六
一
頁
。
同
解
説
に
は
、
ス
キ
ル
・

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
整
理
は
候
補
者
選
定
に
直
結
す
る
の

で
作
成
過
程
に
お
い
て
任
意
の
指
名
委
員
会
や
独
立
社

外
取
締
役
の
関
与
を
得
る
必
要
性
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
注
一
一
） 

石
田
・
前
掲
（
注
七
）
四
四
頁
参
照
。

（
注
一
二
） 

東
京
株
式
懇
話
会
研
究
部
「
継
続
会
開
催
を

予
定
す
る
場
合
の
取
締
役
選
任
議
案
の
記
載
例
（
改
訂

版
）
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
〇
年
五
月
二
九
日
。https://

w
w

w
.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_20 

20_07.pdf

）。

 

　

ま
た
、
本
文
に
記
載
し
た
法
務
省
の
Ｑ
＆
Ａ
は
法
務

省「
商
業
・
法
人
登
記
事
務
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」（
二
〇

二
〇
年
五
月
二
八
日
更
新
版
。http://w

w
w

.m
oj.go.jp/

hisho/kouhou/hisho06_00076.htm
l

）
を
参
照
。

（
注
一
三
） 

東
京
証
券
取
引
所
「
令
和
元
年
会
社
法
改
正

に
伴
う
上
場
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
〇
年

一
二
月
一
七
日
）。
本
件
は
、
一
月
一
八
日
に
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
が
終
了
し
本
稿
執
筆
現
在
未
公
布
の
た

め
、
内
容
お
よ
び
実
施
日
に
つ
い
て
は
正
式
版
で
確
認

願
い
た
い
。

 

（
よ
し
か
わ
・
ま
さ
し
）


